
○ 40～64歳の方（第２号被保険者）の保険料
　加入している医療保険の算定方法により決まります。
　医療保険と合わせて納めます。

・国民健康保険に加入している方
　決め方：国保税の算定と同様に、世帯ごとに決まります。
　納め方：医療分、支援金分、介護分を合わせて、国保税として世帯主が納めます。

・職場の医療保険に加入している方
　決め方：医療保険ごとに設定される介護保険料率と所得に応じて決められます。
　納め方：医療保険料と介護保険料を合わせて、給与及び賞与から差し引かれます。

○ 65歳以上の方（第１号被保険者）の保険料
　決め方：「基準額」をもとに、本人や世帯の課税状況および所得に応じて個人ごとに決まります。

　　　※基準額・・・

介護保険のしくみ

保険料の決め方・納め方

　介護保険は、みなさんがいつまでも安心して暮らせるようにするための制度です。
  40歳以上の方が加入者として介護保険料を納め、介護が必要になったときには費用の一部を支払うことで、
介護保険のサービスを利用できるしくみになっています。
　介護保険制度の加入に手続きは必要ありません。40歳になると自動的に被保険者になり、65歳になると第１
号被保険者に切り替わります。

保険料を決める基準になる金額のことです。市区町村ごとに、介護保険給付にかかる費用や
65歳以上の人数などから算出します。


